
議案第１０号 

 

令和４年度中央市一般会計予算 

 

 令和４年度中央市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，２９４，１５６千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に

よる。 

（継続費） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２１２条第１項の規定による継続費の経費

の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

（繰越明許費） 

第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することが

できる経費は、「第３表 繰越明許費」による。 

（債務負担行為） 

第４条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事

項、期間及び限度額は、「第４表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第５条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第５表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第６条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，５００，０００千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第７条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1)  各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 











第２表 継続費 
 

款 項 事 業 名 
総 額 

（千円） 
年 度 

年 割 額 

（千円） 

３ 民生費 １社会福祉費 障害者福祉諸費 4,048 

令和４年度 2,101 

令和５年度 1,947 

 

 

第３表 繰越明許費 
 

 

 
第４表 債務負担行為 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

款 項 事   業   名 
金 額 

（千円） 

１ 議 会 費 １ 議 会 費 議会運営費 3,763 

合         計 3,763 

事    項 期  間 
限 度 額 

（千円） 

国営施設機能保全事業負担金 
令和４年度から 

令和２０年度まで 
36,945 

合         計 36,945 



第５表 地方債 
 

起債の目的 
限 度 額 

（千円） 

起債の 

方 法 
利  率 償 還 の 方 法 

公 共 事 業 等 債 38,900 

普通貸借 

 
5.0％以内（た

だし、利率見直し

方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直し
後の利率） 

 
政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合
には、その債権者と協
議する。 
ただし、財政その他

の都合により、据置期
間及び償還期間を短

縮し、若しくは、繰上
償還又は低利に借換
えすることができる。 

一 般 補 助 施 設 
整 備 等 事 業 債 

8,000 

地方道路等整備事業債 40,000 

合 併 特 例 事 業 債 171,400 

市 町 村 振 興 資 金 125,000 

臨 時 財 政 対 策 債 200,000 

借 換 債 （ 銀 行 等 
約 定 償 還 借 換 債 ） 

263,580 

合  計 846,880 

 





議案第１１号 

 

令和４年度中央市国民健康保険特別会計予算 

 

 令和４年度中央市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，１５８，７３２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 









議案第１２号 

 

令和４年度中央市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 令和４年度中央市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８５，０１２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第１３号 

 

令和４年度中央市介護保険特別会計予算 

 

 令和４年度中央市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，１１８，５０２千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予

算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこ 

れらの経費の各項の間の流用 

 









議案第１４号 

 

令和４年度中央市地域包括支援センター特別会計予算 

 

 令和４年度中央市地域包括支援センター特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，１７４千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第１５号 

 

令和４年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算 

 

 令和４年度中央市田富よし原処理センター事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７４，０６３千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」に 

よる。 

 









議案第１６号 

 

令和４年度中央市簡易水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和４年度中央市簡易水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次の通りとする。 
（１） 給 水 戸 数             １，３９４戸 

 （２） 年間総給水量         １，１３６，２０１㎥ 
 （３） 一日平均給水量             ３，１１２㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
      配水設備改良事業         ２０，９００千円 

 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。 
収   入 

 第１款 簡易水道事業収益         ２０８，２４４千円 
  第１項 営 業 収 益          １４３，６５４千円 
  第２項 営 業 外収 益           ６４，５８９千円 
  第３項 特 別 利 益                １千円 

支   出 
 第１款 簡易水道事業費用         １８３，５０５千円 
  第１項 営 業 費 用          １５５，４８４千円 
  第２項 営 業 外費 用           ２５，９２１千円 
  第３項 特 別 損 失              １００千円 
  第４項 予  備  費            ２，０００千円 

 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。（資本的収入額が 
資本的支出額に対して不足する額９１，４９１千円は、損益勘定留保資金９１，

４９１千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入             ２０，０００千円 
 第１項 企  業  債           ２０，０００千円 

 
 
 
 



支   出 
第１款 資本的支出            １１１，４９１千円 

  第１項 建 設 改良 費           ２１，００９千円 
  第２項 企業債償還金           ８７，４８２千円 
  第３項 予 備 費            ３，０００千円 

 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

建設改良費 
２０，０００ 

千円 

証書借入の方法に

よる。起債の時期は

令和４年事業年度。

ただし、その全部ま

たは一部を翌年度

以降に繰り越し、起

債することができ

る。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資条

件による。ただ

し、企業財政そ

の他の都合によ

り繰上償還又

は、低利に借り

換えることがで

きる。 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、２０，０００千円と定める。 

 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ２０，２６３千円 

 
（他会計からの補助金） 

第９条 営業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、４７，０

００千円である。 

 
 （たな卸資産購入限度額） 
第１０条 たな卸資産購入限度額は、２，６２２千円と定める。 



議案第１７号 
 

令和４年度中央市公共下水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和４年度中央市公共下水道事業会計予算は、次に定めるところによ

る。 
 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１） 接 続 戸 数             ８，０８５戸 

 （２） 年間総処理水量         ２，６７６，０００㎥ 
 （３） 一日平均処理水量            ７，３３１㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
           管渠整備       １７７，１７０千円 
       
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収   入 

 第１款 公共下水道事業収益        ７８８，６１０千円 
  第１項 営 業 収 益           ２９１，５４０千円 
  第２項 営業外収益           ４９７，０６９千円 
  第３項 特 別 収 益                 １千円 

支   出 
 第１款 公共下水道事業費用        ７８８，６１０千円 
  第１項 営 業 費 用           ６７７，７１７千円 
  第２項 営業外費用           １０８，７１５千円 
  第３項 特 別 損 失             １，１７８千円 
  第４項 予 備 費             １，０００千円 
 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額１１０，８６０千円は、当年度分消費税及

び地方消費税資本的収支調整額１９，１８４千円、損益勘定留保資金９１，６

７６千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入            ６７９，３６６千円 
  第１項 企 業 債           ３７２，１００千円 
  第２項 補 助 金           ３０３，２３６千円 
  第３項 負 担 金             ４，０３０千円 



支   出 
第１款 資本的支出            ７９０，２２６千円 

  第１項 建 設 改良 費          ２３１，２３１千円 
  第２項 企業債償還金          ５５７，９９５千円 
  第３項 予 備 費            １，０００千円 
 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

公 共 下 水 道 
整 備 事 業 債 

８４，３００ 
千円 

証書借入の方

法による。起債

の時期は令和

４年事業年度。

ただし、その全

部又は一部を

翌年度以降に

繰り越し、起債

することがで

きる。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資

条件による。た

だし、企業財政

その他の都合

により繰上償

還又は、低利に

借り換えるこ

とができる。 

流 域 下 水 道 
整 備 事 業 債 

３０，１００ 
千円 

資本費平準化債 
２１５，９００ 

千円 

下水道事業債 
（特別措置分) 

４１，８００ 
千円 

合 計 
３７２，１００ 

千円 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 
 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ３０，８２９千円 

 
 （他会計からの補助金） 
第９条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は３８５，２１８千円である。 



議案第１８号 
 

令和４年度中央市農業集落排水事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和４年度中央市農業集落排水事業会計予算は、次に定めるところに

よる。 
 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 
（１） 接 続 戸 数             １，１３１戸 

 （２） 年間総処理水量           ３６７，０００㎥ 
 （３） 一日平均処理水量            １，００５㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
           管渠整備        １１，４７０千円 
 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 
収   入 

 第１款 農業集落排水事業収益       ２３４，４０２千円 
  第１項 営 業 収 益            ４０，９９９千円 
  第２項 営業外収益           １９３，４０２千円 
  第３項 特 別 収 益                 １千円 

支   出 
 第１款 農業集落排水事業費用       ２３４，４０２千円 
  第１項 営 業 費 用           ２１５，０６０千円 
  第２項 営業外費用            １７，６６２千円 
  第３項 特 別 損 失               １８０千円 
  第４項 予 備 費             １，５００千円 
 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額

が資本的支出額に対して不足する額３３，０１２千円は、損益勘定留保資金３

３，０１２千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入            １１８，４６１千円 
  第１項 企 業 債            ５２，６００千円 
  第２項 補 助 金            ６４，０１１千円 
  第３項 負 担 金             １，８５０千円 
 



支   出 
第１款 資本的支出            １５１，４７３千円 

  第１項 建 設 改良 費           １１，４７０千円 
  第２項 企業債償還金          １３９，５０３千円 
  第３項 予 備 費              ５００千円 
 
 （企業債） 
第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり

と定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

資本費平準化債 
５２，６００ 

千円 
証書借入の方

法による。 

５．０ 
％以内 

借入先の融資

条件による。た

だし、企業財政

その他の都合

により繰上償

還又は、低利に

借り換えるこ

とができる。 

 
 （一時借入金） 
第６条 一時借入金の限度額は、５０，０００千円と定める。 
 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 １２，２９０千円 

 
 （他会計からの補助金） 
第９条 営業助成及び建設補助のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金

額は１４０，３９８千円である。 



議案第１９号 

 

令和４年度中央市上水道事業会計予算 

 
 （総 則） 
第１条 令和４年度中央市上水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 
（業務の予定） 

第２条 業務の予定量は、次の通りとする。 
（１） 給 水 戸 数             ８，１９２戸 

 （２） 年間総給水量         ２，１６８，２３４㎥ 
 （３） 一日平均給水量             ５，９４０㎥ 
 （４） 主要な建設改良事業 
      営業設備費               ４１６千円 

 
（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。 
収   入 

 第１款 水道事業収益           ２８９，７０５千円 
  第１項 営 業 収 益           ２６８，０４７千円 
  第２項 営業外収益            ２１，６５７千円 
  第３項 特 別 利 益                 １千円 

支   出 
 第１款 水道事業費用           ２８１，９４８千円 
  第１項 営 業 費 用           ２４６，４１７千円 
  第２項 営業外費用            ３３，１８１千円 
  第３項 特 別 損 失               ３５０千円 
  第４項 予 備 費             ２，０００千円 

 
 （資本的収入及び支出） 
第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次の通りと定める。（資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額１１１，１０７千円は、損益勘定留保資金１

１１，１０７千円で補てんするものとする。） 
収   入 

第１款 資本的収入                  ０千円 
  第１項 企 業 債                 ０千円 

第２項 工事負担金                 ０千円 

 
 
 



支   出 
第１款 資本的支出            １１１，１０７千円 

  第１項 建 設 改良 費              ４１６千円 
  第２項 企業債償還金          １０５，６９１千円 
  第３項 予 備 費            ５，０００千円 

 
 （一時借入金） 
第５条 一時借入金の限度額は、４０，０００千円と定める。 

 
 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 
第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のと

おりと定める。 
（１） 営業費用と営業外費用 

 
 （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 
第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額

に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議

決を経なければならない。 
（１） 職員給与費 ２４，５２０千円 

 
 （たな卸資産購入限度額） 
第８条 たな卸資産購入限度額は、５，２９３千円と定める。 


